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月 火 水 木 金 土 日
午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 休診日
※月・金曜日の午後は新型コロナワクチン接種のため、一般診療は休診
◎午前のみ自宅まで送迎します。（原則、城内・五十沢・大巻・

大崎地区）電話か窓口でお申し込みください。

１日 ２日 ３日

髙橋 ※ 休診 休診

４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日

髙橋 ※ 田　中 松　田 髙　橋 髙橋 ※ 福本 休診 休診

11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日

髙橋 ※ 田　中 松　田 田　中 髙橋 ※ 休　診 休診

18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日

休　診 田　中 松　田 髙　橋 髙橋 ※ 髙橋 休診 休診

25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

休　診 田　中 松　田 田　中 髙橋 ※ 休　診 休診

７月の城内診療所 診療担当医師（予定表）
受付・診療時間 午前：月～土曜日　〈受付〉８：00～11：00　〈診療〉９：00～ 

午後：火～木曜日　〈受付〉12：30～15：00　〈診療〉13：30～
◎来院時はマスクの着用をお願いします。 問城内診療所　☎775・2009

問
・
申
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３・６
６
６
７

Ｆ
７
７
３・６
７
２
３

障
が
い
者
の
た
め
の
医
療
費
助
成
制
度

自
立
支
援
医
療
費
（
更
生
医
療
） 

身
体
障
が
い
者
の
自
立
と
、
社
会
経
済

活
動
へ
の
参
加
促
進
を
図
る
た
め
、
障
が

い
の
除
去
ま
た
は
軽
減
に
必
要
な
医
療
費

の
一
部
を
公
費
で
負
担
し
ま
す
。 

対
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
18
歳
以
上
の
人 

申
請
に
必
要
な
も
の　

 

医
師
の
意
見
書
（
指
定
様
式
）、
身
体

障
害
者
手
帳
、
保
険
証
、
申
請
書
な
ど 

自
立
支
援
医
療
費
（
育
成
医
療
） 

身
体
障
が
い
児
な
ど
の
日
常
生
活
能
力

の
回
復
向
上
を
図
る
た
め
、
手
術
な
ど
の

治
療
に
よ
っ
て
確
実
に
効
果
が
期
待
で
き

る
も
の
に
対
し
て
、
障
が
い
の
除
去
ま
た

は
軽
減
に
必
要
な
医
療
費
の
一
部
を
公
費

で
負
担
し
ま
す
。 

対
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
か
、
現
存
す
る

疾
患
を
放
置
す
る
と
将
来
障
が
い
を
残

す
と
認
め
ら
れ
る
18
歳
未
満
の
児
童 

申
請
に
必
要
な
も
の 

医
師
の
意
見
書（
指
定
様
式
）、保
険
証
、

申
請
書
な
ど 

自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
） 

精
神
障
が
い
の
た
め
、
医
療
機
関
に
通

院
し
て
い
る
人
に
、
医
療
費
の
一
部
を
公

費
で
負
担
し
ま
す
。 

対
通
院
に
よ
る
治
療
が
継
続
的
に
必
要
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
人 

申
請
に
必
要
な
も
の 

医
師
の
診
断
書（
指
定
様
式
）、保
険
証
、

申
請
書
な
ど 

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度（
県
障
） 

医
療
機
関
で
支
払
う
自
己
負
担
分
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。 

対
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
～
３
級
、
療
育

手
帳
Ａ
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
（
所
得

制
限
あ
り
） 

申
請
に
必
要
な
も
の 

交
付
を
受
け
て
い
る
手
帳
、
保
険
証

な
ど 

精
神
障
が
い
者
へ
の
入
院
医
療
費
助
成 

精
神
疾
患
に
よ
り
入
院
し
て
医
療
費
を

支
払
っ
た
人
に
、
医
療
費
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。 

対
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
、
精
神
疾
患
を
支
給
事

由
と
す
る
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い

る
人 

※
次
に
該
当
す
る
人
は
対
象
外 

・
生
活
保
護
世
帯
の
人 

・
一
定
の
所
得
額
を
超
え
る
世
帯
の
人 

・
県
障
の
受
給
者
の
う
ち
、
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人 

申
請
に
必
要
な
も
の 

保
険
証
、精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
、

年
金
証
書 


